
JP 6893405 B2 2021.6.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号を発信する無線発信装置と、
　作業車両に設けられ、前記無線発信装置から発信された無線信号を受信可能な無線受信
装置と、
　前記無線受信装置により受信された無線信号の受信強度が所定の閾値未満となった場合
、前記作業車両の走行を停止させる停止制御を行う制御装置と、
　を具備し、
　前記制御装置は、
　前記停止制御を行うと共に、前記作業車両の走行を禁止する走行禁止制御を行い、
　前記作業車両は、
　自動走行可能かつ手動走行可能であり、
　前記制御装置は、
　前記走行禁止制御において、前記作業車両の自動走行及び手動走行を禁止し、
　前記制御装置は、
　前記停止制御を行った後に、前記無線受信装置により受信された無線信号の受信強度が
前記所定の閾値よりも大きく設定された閾値以上となった場合、前記作業車両の走行を許
可する走行許可制御を行う、
　作業車両の停止システム。
【請求項２】
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　前記制御装置は、
　前記作業車両が自動走行を行っている際に前記停止制御を行う、
　請求項１に記載の作業車両の停止システム。
【請求項３】
　前記作業車両に設けられる報知装置をさらに具備し、
　前記制御装置は、
　前記停止制御において、前記報知装置を作動させる、
　請求項１又は請求項２に記載の作業車両の停止システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業車両の走行を停止させる作業車両の停止システムの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、作業車両の走行を停止させる作業車両の停止システムの技術は公知となっている
。例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１には、設定した走行経路に沿って自動的に走行及び作業をさせる制御装置を
備えた作業車両が記載されている。当該制御装置は、作業時にカメラで撮影された映像を
画像処理して、予め記憶させた正常作業映像と比較し、異なる画像データが得られると、
異常と判断し、作業車両の走行を停止させる。これによって、作業車両による作業不良や
、当該作業車両の損傷の発生を抑制することができる。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、作業車両による作業状態を撮影し、当該作
業に異常が発生した場合に作業車両の走行を停止させるものであり、作業車両の走行に異
常が発生した場合に当該作業車両の走行を停止させるものではない。このため、特許文献
１に記載の技術では、作業車両が何らかの理由（異常等）で、予め設定された走行経路を
外れて走行した場合には、当該作業車両を停止させることができず、当該作業車両が圃場
の外へと出てしまうおそれもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－９５６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
作業車両が所定の範囲外へと出た場合に、当該作業車両を停止させることが可能な作業車
両の停止システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、請求項１においては、無線信号を発信する無線発信装置と、作業車両に設けられ
、前記無線発信装置から発信された無線信号を受信可能な無線受信装置と、前記無線受信
装置により受信された無線信号の受信強度が所定の閾値未満となった場合、前記作業車両
の走行を停止させる停止制御を行う制御装置と、を具備し、前記制御装置は、前記停止制
御を行うと共に、前記作業車両の走行を禁止する走行禁止制御を行い、前記作業車両は、
自動走行可能かつ手動走行可能であり、前記制御装置は、前記走行禁止制御において、前
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記作業車両の自動走行及び手動走行を禁止し、前記制御装置は、前記停止制御を行った後
に、前記無線受信装置により受信された無線信号の受信強度が前記所定の閾値よりも大き
く設定された閾値以上となった場合、前記作業車両の走行を許可する走行許可制御を行う
ものである。
【００１２】
　請求項２においては、前記制御装置は、前記作業車両が自動走行を行っている際に前記
停止制御を行うものである。
【００１３】
　請求項３においては、前記作業車両に設けられる報知装置をさらに具備し、前記制御装
置は、前記停止制御において、前記報知装置を作動させるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１５】
　請求項１においては、作業車両が所定の範囲外へと出た場合に、当該作業車両を停止さ
せることができる。これにより、想定しない領域での走行作業を行えないようにすること
ができる。また、所定の範囲外へ出た作業車両の走行を停止させることで、盗難防止とし
て活用することができる。また、作業車両が所定の範囲外へと出た場合に、当該作業車両
の走行を禁止することができる。これにより、想定しない領域での走行作業をより確実に
行えないようにすることができる。また、盗難防止としてより有効に活用することができ
る。また、作業車両が所定の範囲内へと戻った場合には、当該作業車両の走行を再開させ
ることができる。
【００１９】
　請求項２においては、自動走行中に不具合等が発生し、作業車両が所定の範囲外へと出
た場合であっても、当該作業車両を停止させることができる。また、想定しない領域での
自動走行作業を強制的に停止させることができる。
【００２０】
　請求項３においては、作業車両が所定の範囲外へと出たことを報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】トラクタの各部の構成を示した平面概略図。
【図２】停止システムの構成を示したブロック図。
【図３】トラクタが所定の範囲内で走行する様子、及び所定の範囲外で停止する様子を示
した模式図。
【図４】停止システムによる制御を示したフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、図１を用いて、本発明の実施の一形態に係る停止システム１００が適用され
るトラクタ１の全体構成について説明する。
【００２３】
　トラクタ１は、主として前輪２・２、後輪３・３、エンジン４、変速機構５、運転操作
部６、キャビン７及び走行制御機構１０を具備する。
【００２４】
　トラクタ１の車体の前部はフロントアクスルを介して左右一対の車輪（前輪２・２）に
支持される。当該車体の後部はリアアクスルを介して左右一対の車輪（後輪３・３）に支
持される。当該車体の前部にはエンジン４が設けられる。当該車体の後部には変速機構５
（トランスミッション）が設けられる。
【００２５】
　エンジン４の動力は、変速機構５で変速された後、フロントアクスルを経て前輪２・２
に伝達可能とされると共に、リアアクスルを経て後輪３・３に伝達可能とされる。エンジ
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ン４の動力によって前輪２・２及び後輪３・３が回転駆動され、トラクタ１が走行する。
【００２６】
　トラクタ１の車体の前後中途部から後部にかけては、作業者が搭乗してトラクタ１を操
作するための運転操作部６が設けられる。運転操作部６には、作業者がトラクタ１の操向
操作を行うためのステアリングホイール６ａ、座席（不図示）等が設けられる。運転操作
部６は、キャビン７によって覆われる。
【００２７】
　トラクタ１の各部には、走行制御機構１０を構成する各部材が設けられる。以下では、
図１及び図２を用いて、走行制御機構１０の構成について説明する。
【００２８】
　走行制御機構１０は、トラクタ１の走行に関する制御を行うものである。走行制御機構
１０は、主としてアクセルセンサ１２、変速位置検出センサ１４、ＧＰＳ受信装置３０、
変速電磁バルブ３２、エンジンＥＣＵ４２及び本機ＥＣＵ４４を具備する。
【００２９】
　アクセルセンサ１２は、エンジン４の回転数の目標値（目標回転数）を変更操作するた
めのアクセル操作具（アクセルペダルやアクセルレバー等）の操作位置を検出するもので
ある。前記アクセル操作具は、運転操作部６の作業者が操作可能な位置に設けられる。ア
クセルセンサ１２は、当該アクセル操作具の操作位置を検出可能な位置（例えば、当該ア
クセル操作具の回動基端部）に設けられる。
【００３０】
　変速位置検出センサ１４は、変速機構５を変速操作するための変速操作具（主変速レバ
ーや副変速レバー等）の操作位置を検出するものである。前記変速操作具は、運転操作部
６の作業者が操作可能な位置に設けられる。変速位置検出センサ１４は、当該変速操作具
の操作位置を検出可能な位置（例えば、当該変速操作具の回動基端部）に設けられる。
【００３１】
　ＧＰＳ受信装置３０は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、トラクタ１の現在位置を検出
するものである。ＧＰＳ受信装置３０は、キャビン７の上部に設けられる。
【００３２】
　変速電磁バルブ３２は、変速機構５に設けられた変速用の油圧クラッチの動作を制御し
、ひいては当該変速機構５を変速操作するものである。変速電磁バルブ３２は変速機構５
の近傍に設けられる。
【００３３】
　なお、図中には１つの変速電磁バルブ３２を図示しているが、実際には変速機構５に設
けられた複数の油圧クラッチにそれぞれ対応して複数の変速電磁バルブ３２が設けられる
。
【００３４】
　エンジンＥＣＵ４２は、エンジン４のコモンレールシステムの情報を管理すると共に、
接続された各機器の動作を制御するものである。エンジンＥＣＵ４２は、トラクタ１の車
体の前部に設けられる。エンジンＥＣＵ４２は、記憶部、演算処理部等により構成される
。エンジンＥＣＵ４２には、エンジン４のコモンレールシステムを制御するためのプログ
ラムや種々のデータが記憶される。
【００３５】
　エンジンＥＣＵ４２はエンジン４の各部（より詳細には、サプライポンプ、レール、イ
ンジェクタ、各種センサ等（不図示））に接続され、当該エンジン４の動作（回転数等）
を制御することができる。
【００３６】
　本機ＥＣＵ４４は、走行制御機構１０の情報を管理すると共に、接続された各機器の動
作を制御するものである。本機ＥＣＵ４４は運転操作部６に設けられる。本機ＥＣＵ４４
は、記憶部、演算処理部等により構成される。本機ＥＣＵ４４には、走行制御機構１０を
制御するためのプログラムや種々のデータが記憶される。
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【００３７】
　本機ＥＣＵ４４はアクセルセンサ１２に接続され、前記アクセル操作具の操作位置につ
いての情報を受信することができる。
　本機ＥＣＵ４４は変速位置検出センサ１４に接続され、前記変速操作具の操作位置につ
いての情報を受信することができる。
　本機ＥＣＵ４４はＧＰＳ受信装置３０に接続され、トラクタ１の現在位置についての情
報を受信することができる。
【００３８】
　本機ＥＣＵ４４は変速電磁バルブ３２に接続され、当該変速電磁バルブ３２の動作を制
御することができる。
【００３９】
　本機ＥＣＵ４４はエンジンＥＣＵ４２に接続され、当該エンジンＥＣＵ４２を介してエ
ンジン４に関する各種の情報を送受信することができる。
【００４０】
　なお、本機ＥＣＵ４４は１体だけでなく、複数体（メインのＥＣＵと、サブのＥＣＵ等
）で構成することも可能である。
　また、本機ＥＣＵ４４とエンジンＥＣＵ４２を、１体のＥＣＵで構成することも可能で
ある。
【００４１】
　以下では、上述の如く構成された走行制御機構１０によってトラクタ１が走行する様子
について説明する。トラクタ１は、作業者が実際に操作することによって走行を行う「手
動走行」、及び、作業者の操作によらず自動的に走行を行う「自動走行」を行うことがで
きる。当該手動走行及び自動走行は、トラクタ１に設けられた図示せぬスイッチ等により
切り替えることができる。以下、トラクタ１の手動走行及び自動走行についてそれぞれ説
明する。
【００４２】
　トラクタ１が手動走行を行う場合、作業者がトラクタ１の運転操作部６に搭乗し、当該
トラクタ１の運転操作を行う。具体的には、作業者は、前記アクセル操作具、前記変速操
作具等の操作を行う。
【００４３】
　本機ＥＣＵ４４は、アクセルセンサ１２から前記アクセル操作具の操作位置についての
情報を受信すると、当該情報に基づいて、エンジンＥＣＵ４２を介してエンジン４の動作
（回転数等）を制御する。また本機ＥＣＵ４４は、変速位置検出センサ１４から前記変速
操作具の操作位置についての情報を受信すると、当該情報に基づいて変速電磁バルブ３２
の動作（ひいては、変速機構５）を制御する。
【００４４】
　このように、トラクタ１が手動走行を行う場合、本機ＥＣＵ４４は作業者の操作に応じ
てエンジン４や変速機構５の制御を行う。なお、説明は省略するが、その他にも、本機Ｅ
ＣＵ４４は、作業者によるブレーキ操作や操向操作等に応じて、トラクタ１の制動や操向
等を制御する。
【００４５】
　また、トラクタ１が自動走行を行う場合、作業者がトラクタ１に搭乗する必要はなく、
本機ＥＣＵ４４は、予め設定されたプログラム等に従って、エンジン４や変速機構５の制
御を行う。また本機ＥＣＵ４４は、予め設定されたプログラム等に従って、トラクタ１の
制動や操向等を行う。
【００４６】
　このようにして、トラクタ１は、予め設定された経路や範囲（例えば、所定の圃場等）
に応じた走行を自動的に行うことができる。なお、本機ＥＣＵ４４は、ＧＰＳ受信装置３
０を用いてトラクタ１の現在位置を検出することで、予め設定された経路や範囲を逸脱し
ないように走行することができる。
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【００４７】
　以下では、図１から図３までを用いて、停止システム１００の構成について説明する。
【００４８】
　停止システム１００は、所定の場合にトラクタ１の走行を自動的に停止させるためのも
のである。停止システム１００は、主として無線発信装置１０１、無線受信装置１０２及
び警報ブザー１０３、並びに前述の走行制御機構１０を具備する。
【００４９】
　無線発信装置１０１は、無線信号を発信するものである。無線発信装置１０１は、トラ
クタ１が使用される圃場等に設置される。具体的には、無線発信装置１０１は、トラクタ
１が使用される圃場等の略中央部に設置される。
【００５０】
　無線受信装置１０２は、無線発信装置１０１から発信された無線信号を受信するもので
ある。無線受信装置１０２は、トラクタ１に設けられる。具体的には、無線受信装置１０
２は、無線発信装置１０１からの無線信号を受信し易いように、キャビン７の上部に設け
られる。無線受信装置１０２は、受信した無線信号の強度（受信信号強度）を検出するた
めの回路を有している。
【００５１】
　警報ブザー１０３は、後述するように、トラクタ１が所定の範囲Ｒの外に出てしまった
場合（図３参照）、その旨を作業者に報知するためのものである。警報ブザー１０３は所
定の音（警告音）を発することができる。警報ブザー１０３はキャビン７の上部に設けら
れる。
【００５２】
　走行制御機構１０の本機ＥＣＵ４４は無線受信装置１０２に接続され、当該無線受信装
置１０２が受信した無線信号の強度（受信信号強度）についての情報を取得することがで
きる。
　また本機ＥＣＵ４４は警報ブザー１０３に接続され、当該警報ブザー１０３の動作（警
告音のＯＮ／ＯＦＦの切り換え）を制御することができる。
【００５３】
　以下では、図３及び図４を用いて、上述の如く構成された停止システム１００による制
御（トラクタ１を自動的に停止させるための制御）の一例について説明する。当該制御は
、トラクタ１が手動走行又は自動走行を行っている際に実行される。
【００５４】
　図４のステップＳ１０１において、本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出
された受信信号強度が所定の閾値未満であるか否かを判定する。当該所定の閾値は、予め
設定され、本機ＥＣＵ４４に記憶されている。
【００５５】
　ここで、無線受信装置１０２により検出される受信信号強度は、無線発信装置１０１と
無線受信装置１０２（すなわち、トラクタ１）との距離が離れれば離れるほど小さくなる
。従って、当該受信信号強度が所定の閾値未満であるか否かを判定することで、トラクタ
１が所定の範囲Ｒ内にいるか（図３のトラクタ１Ａ参照）、当該所定の範囲Ｒ外に出てし
まったか（図３のトラクタ１Ｂ参照）を判定することができる。
【００５６】
　本実施形態においては、無線発信装置１０１が発信する無線信号の強度や、前記所定の
閾値の値を適宜変更することで、トラクタ１が走行すべき範囲を出てしまった場合（例え
ば、作業を行っている圃場の外に出た場合）に、受信信号強度が前記所定の閾値未満とな
るように設定されている。このように設定することで、ステップＳ１０１の処理によって
、トラクタ１が圃場の外に出たことを検出することができる。
【００５７】
　本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出された受信信号強度が所定の閾値未
満であると判定した場合（ステップＳ１０１でＹｅｓ）、ステップＳ１０２に移行する。
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　また本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出された受信信号強度が所定の閾
値以上であると判定した場合（ステップＳ１０１でＮｏ）、ステップＳ１０１の処理を再
度行う。
【００５８】
　ステップＳ１０２において、本機ＥＣＵ４４は、トラクタ１の走行を停止させる。具体
的には、本機ＥＣＵ４４は、エンジンＥＣＵ４２を介してエンジン４を停止させたり、変
速電磁バルブ３２の動作を制御して変速機構５による動力の伝達を遮断させるなどして、
トラクタ１の走行を停止させる。
【００５９】
　また、本機ＥＣＵ４４は、当該ステップＳ１０２において、後述するステップＳ１０６
の処理を行うまでは、トラクタ１の走行（手動走行及び自動走行）を禁止する。すなわち
、作業者が図示せぬキースイッチを操作してエンジン４を始動させようとしたり、前記変
速操作具を操作して変速機構５を変速させようとしたりしても、本機ＥＣＵ４４はエンジ
ン４の始動や変速機構５の変速を行わない。
【００６０】
　本機ＥＣＵ４４は、当該ステップＳ１０２の処理を行った後、ステップＳ１０３に移行
する。
【００６１】
　ステップＳ１０３において、本機ＥＣＵ４４は、警報ブザー１０３を作動させ、警告音
を発生させる。これによって、作業者（トラクタ１に搭乗している作業者や、トラクタ１
の自動走行を監視している作業者等）に、トラクタ１が所定の範囲Ｒの外に出てしまった
ことを報知することができる。
【００６２】
　本機ＥＣＵ４４は、当該ステップＳ１０３の処理を行った後、ステップＳ１０４に移行
する。
【００６３】
　ステップＳ１０４において、本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出された
受信信号強度が前記所定の閾値以上であるか否かを判定する。
【００６４】
　ここで、当該受信信号強度が所定の閾値以上であるか否かを判定することで、トラクタ
１が所定の範囲Ｒ内に戻ったことを検出することができる。本実施形態においては、ステ
ップＳ１０４の処理によって、トラクタ１が圃場の中に戻ったことを検出することができ
る。
【００６５】
　なお、トラクタ１を所定の範囲Ｒ内に戻す方法としては、作業者が当該トラクタ１を押
して戻す方法等が想定される。
【００６６】
　本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出された受信信号強度が前記所定の閾
値以上であると判定した場合（ステップＳ１０４でＹｅｓ）、ステップＳ１０５に移行す
る。
　また本機ＥＣＵ４４は、無線受信装置１０２により検出された受信信号強度が前記所定
の閾値未満であると判定した場合（ステップＳ１０４でＮｏ）、ステップＳ１０４の処理
を再度行う。
【００６７】
　ステップＳ１０５において、本機ＥＣＵ４４は、警報ブザー１０３を停止させ、警告音
の発生を停止させる。
【００６８】
　本機ＥＣＵ４４は、当該ステップＳ１０５の処理を行った後、ステップＳ１０６に移行
する。
【００６９】
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　ステップＳ１０６において、本機ＥＣＵ４４は、トラクタ１の走行（手動走行及び自動
走行）を許可する。すなわち、トラクタ１が手動走行を行っていた場合には、作業者の操
作によってエンジン４を始動させたり変速機構５を変速させたりすることができるように
なる。またトラクタ１が自動走行を行っていた場合には、当該本機ＥＣＵ４４は自動走行
を再開する。
【００７０】
　以上のように、トラクタ１が所定の範囲Ｒの外に出た場合に当該トラクタ１の走行を停
止させることで（ステップＳ１０１でＹｅｓ、ステップＳ１０２）、トラクタ１を必要な
範囲（例えば、圃場等）でのみ走行させることができる。これによって、トラクタ１が自
動走行を行っている最中に不具合（例えば、ＧＰＳ受信装置３０の不具合等）が発生した
場合であっても、当該トラクタ１が所定の範囲Ｒを超えて走行してしまうのを防止するこ
とができる。またトラクタ１が手動走行を行っている最中に作業者のミスによって所定の
範囲Ｒを超えてしまった場合にも、トラクタ１を停止させて当該ミスを作業者に認識させ
ることができる。
【００７１】
　特に本実施形態においては、トラクタ１を停止させた場合には（ステップＳ１０２）、
警報ブザー１０３を用いてその旨を作業者に報知するようにしている。これによって、ト
ラクタ１が所定の範囲Ｒの外に出てしまったことを、作業者により確実に認識させること
ができる。
【００７２】
　また、トラクタ１が再度所定の範囲Ｒ内に戻るまでは、本機ＥＣＵ４４はトラクタ１の
走行を許可しない（ステップＳ１０４でＮｏ）。これによって、トラクタ１を所定の範囲
Ｒ内でのみ走行させることができる。またトラクタ１が再度所定の範囲Ｒ内に戻った場合
には、本機ＥＣＵ４４はトラクタ１の走行を許可することで（ステップＳ１０４でＹｅｓ
、ステップＳ１０５、ステップＳ１０６）、当該トラクタ１による作業を速やかに再開さ
せることができる。
【００７３】
　以上の如く、本実施形態に係るトラクタ１（作業車両）の停止システム１００は、
　所定の位置に設置され、無線信号を発信する無線発信装置１０１と、
　トラクタ１に設けられ、無線発信装置１０１から発信された無線信号を受信可能な無線
受信装置１０２と、
　無線受信装置１０２により受信された無線信号の受信強度が所定の閾値未満となった場
合、トラクタ１の走行を停止させる停止制御（ステップＳ１０１からステップＳ１０３ま
で）を行う本機ＥＣＵ４４（制御装置）と、
　を具備するものである。
　このように構成することにより、トラクタ１が所定の範囲Ｒ外へと出た場合に、当該ト
ラクタ１を停止させることができる。また、このようなトラクタ１を自動的に停止させる
制御を、簡素な構成で実現することができる。また、例えばトラクタ１が盗難されそうに
なった場合であっても、所定の範囲Ｒ外では当該トラクタ１は走行不可能となるため、当
該トラクタ１の盗難を防止することができる。
【００７４】
　また、本機ＥＣＵ４４は、
　前記停止制御を行うと共に、トラクタ１の走行を禁止する走行禁止制御を行うものであ
る（ステップＳ１０２）。
　このように構成することにより、トラクタ１が所定の範囲外へと出た場合に、当該トラ
クタ１の走行を禁止することができる。これにより、想定しない領域での走行作業をより
確実に行えないようにすることができる。
【００７５】
　また、本機ＥＣＵ４４は、
　前記停止制御を行った後に、無線受信装置１０２により受信された無線信号の受信強度
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が前記所定の閾値以上となった場合、トラクタ１の走行を許可する走行許可制御（ステッ
プＳ１０４からステップＳ１０６まで）を行うものである。
　このように構成することにより、トラクタ１が所定の範囲Ｒ内へと戻った場合には、当
該トラクタ１の走行を再開させることができる。
【００７６】
　また、トラクタ１は、
　自動走行可能であり、
　本機ＥＣＵ４４は、
　トラクタ１が自動走行を行っている際に前記停止制御を行うものである。
　このように構成することにより、自動走行中に不具合等が発生し、トラクタ１が所定の
範囲Ｒ外へと出た場合であっても、当該トラクタ１を停止させることができる。
【００７７】
　また、停止システム１００は、
　トラクタ１に設けられる警報ブザー１０３（報知装置）をさらに具備し、
　本機ＥＣＵ４４は、
　前記停止制御において、警報ブザー１０３を作動させる（ステップＳ１０３）ものであ
る。
　このように構成することにより、トラクタ１が所定の範囲Ｒ外へと出たことを報知する
ことができる。
【００７８】
　なお、本実施形態に係るトラクタ１は、本発明に係る作業車両の実施の一形態である。
　また、本実施形態に係る本機ＥＣＵ４４は、本発明に係る制御装置の実施の一形態であ
る。
　また、本実施形態に係る警報ブザー１０３は、本発明に係る報知装置の実施の一形態で
ある。
【００７９】
　以上、実施形態について説明したが、本発明は上記構成に限定されるものではなく、特
許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能である。以下、具体的に説明
する。
【００８０】
　本実施形態においては、停止システム１００が適用される作業車両の一例としてトラク
タ１を挙げて説明したが、本発明はこれに限るものではなく、種々の作業車両に適用する
ことが可能である。例えば、モーアを備えた草刈機、田植機、コンバイン等にも適用可能
である。また、作業車両は、無人走行を前提とするもの（作業者が搭乗できないもの）、
具体的には、自動走行のみ行うものや、リモートコントローラにより操作されるもの等で
あってもよい。
【００８１】
　また、トラクタ１（作業車両）はエンジンにより駆動するものに限らず、例えばモータ
により駆動するものであってもよい。この場合、本機ＥＣＵ４４（制御装置）は、当該モ
ータを制御することで、トラクタ１を停止させることができる。
【００８２】
　また、トラクタ１はＧＰＳ受信装置３０を用いて現在位置を検出しながら自動走行を行
うものとしたが、トラクタ１の自動走行の方法はこれに限るものではなく、適宜の方法を
用いることができる。例えば、予め圃場等に設置された目標物を基準としてトラクタ１の
現在位置を検出し、自動走行を行うものであってもよい。
【００８３】
　また、無線発信装置１０１が発信する無線信号の強度や、前記所定の閾値の値は適宜変
更可能となるように構成してもよい。これによって、所定の範囲Ｒを任意に設定すること
が可能となる。
【００８４】
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　また、本実施形態においては報知装置として警報ブザー１０３を用いるものとしたが、
本発明はこれに限るものではない。例えば、報知装置として、発光可能なランプや、所定
の映像を表示させる表示装置等を用いることも可能である。
【００８５】
　また、本実施形態においては、トラクタ１が手動走行又は自動走行を行っている際に、
停止制御を行うものとしたが、例えばトラクタ１が自動走行を行っている場合にのみ、停
止制御を行うことも可能である。
【００８６】
　また、本実施形態においては、停止制御においてトラクタ１を停止させる場合（ステッ
プＳ１０２）、エンジン４を停止させたり変速機構５による動力の伝達を遮断させたりす
る例を示したが、これに加えて、トラクタ１の制動装置（ブレーキ）を作動させることも
可能である。これによって、より確実にトラクタ１を停止させることができる。
【００８７】
　また、本実施形態においては、トラクタ１が所定の範囲Ｒから出て停止した場合には、
作業者が当該トラクタ１を所定の範囲Ｒ内へと押し戻すものとしたが、停止したトラクタ
１を所定の範囲Ｒ内へと戻す方法はこれに限るものではない。例えば、トラクタ１が停止
した場合（停止制御された場合）であっても操作が有効となるように設定された操作具（
リモートコントローラ等）を用いて、トラクタ１を操作して所定の範囲Ｒ内へと戻す構成
とすることも可能である。これによって、トラクタ１を容易に所定の範囲Ｒ内へと戻すこ
とができる。
【００８８】
　また、本実施形態においては、トラクタ１が所定の範囲Ｒから出て停止した場合には、
再びトラクタ１が所定の範囲Ｒ内へと戻される（受信電波強度が所定の閾値以上になる）
まで、当該トラクタ１の走行が禁止されるものとしたが、本発明はこれに限るものではな
い。例えば、トラクタ１が所定の範囲Ｒから出てエンジン４が停止されても、当該トラク
タ１の走行が禁止されることなく、その場ですぐにエンジン４を始動させることが可能と
なるように構成することも可能である。このように構成することで、トラクタ１を走行さ
せて所定の範囲Ｒへと容易に戻すことができる。
【００８９】
　また、本実施形態においては、ステップＳ１０１で用いた所定の閾値とステップＳ１０
４で用いた所定の閾値は同じ値であるものとして説明したが、本発明はこれに限るもので
はなく、異なる値に設定することも可能である。例えば、ステップＳ１０４で用いる閾値
を、ステップＳ１０１で用いる閾値よりも大きく設定することで、トラクタ１がより確実
に所定の範囲Ｒ内に戻った場合に走行を許可することができる。
【００９０】
　また、本実施形態においては、トラクタ１が所定の範囲Ｒから出て停止した場合には、
当該トラクタ１の走行（手動走行及び自動走行）が禁止されるものとしたが、本発明はこ
れに限るものではない。例えば、トラクタ１が所定の範囲Ｒから出て停止した場合には、
トラクタ１の走行（手動走行及び自動走行）のうち、自動走行のみを禁止するように構成
することも可能である。
　このように構成することにより、トラクタ１が所定の範囲外へと出た場合に、当該トラ
クタ１の自動走行を禁止することができる。これにより、想定しない領域での自動走行作
業をより確実に行えないようにすることができる。
【符号の説明】
【００９１】
　１　　　トラクタ
　１０　　走行制御機構
　４４　　本機ＥＣＵ
　１００　停止システム
　１０１　無線発信装置
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　１０２　無線受信装置
　１０３　警報ブザー

【図１】 【図２】
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